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GHS対応ラベルの読み方 
～毒物・劇物取扱者向け～ 

 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（Globally Harmonized System of Classifi-

cation and Labeling of Chemicals）」(略してＧＨＳ）」は、危険有害性に関する情報を伝達し、使

用者がより安全な製剤の取扱いを求めて自ら必要な措置を実施できるよう国連において開発されたシス

テムです。 

 毒物及び劇物取締法（以下「毒劇法」とよぶ。）は、ＧＨＳに対応したラベルを義務としては求め

ていません。しかしながら、ＧＨＳが普及すれば、同法が求める健康被害回避のための必要な措置だけ

ではなく、使用者自らが工夫して、製剤の特性に合ったより安全な取扱いを実施することができ、毒物

または劇物を含めた製剤全体の健康被害を軽減することが期待できることから、ＧＨＳのラベルを推奨

し、普及を図ることとしました。 

 このパンフレットでは、ＧＨＳに対応したラベルの読み方を解説するとともに、GHSに基づき作成さ

れたラベルと毒劇法で規制されている毒物または劇物の関係を解説し、毒物または劇物を毒劇法に基づ

きどのように管理するか、また、毒物または劇物に相当するＧＨＳ表示された製剤を、毒劇法で定める

毒物または劇物の取扱いに準じてどのように自主的に管理するかを解説したものです。 

 なお、このパンフレットは、毒物または劇物を取り扱う方を対象に作成されています。 

平成18年６月作成
平成24年３月改訂

Check 法律 
Check 衛生管理 

Check 通知 

＜パンフレットに出てくるマークの意味＞ 

毒劇法に規定されている事

項で遵守義務があります。 

通知により行政庁がお願い

している事項です。 

衛生管理上実施が望ましい

事項です。 

Check 自主管理 
ＧＨＳ分類から自主的な取

組みが望ましい事項です。 
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１．GHSとは 

「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（Globally Harmonized System of 

Classification and Labeling of Chemicals）」(略してＧＨＳ）は、製剤の危険有害性

に関して世界共通の分類と表示を行い、正確な情報伝達を実現し、取扱者が当該製剤に

よって起こりうる影響を考慮して必要な対策を可能とすることを目的として、2003年7

月に国連より勧告されたものです。 

  ＧＨＳは、無償で公開されており、国連のHP（下記アドレス）から入手することがで

きます。 

 （ＧＨＳ） 

  http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

  http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev0４/0４files_e.html 

 （ＧＨＳ和訳） 

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei07/  

 毒劇法においては、ＧＨＳに対応したラベルを義務づけてはいません。しかしながら、

事業者の自主的な取り組みの中で毒物・劇物に対してＧＨＳに対応したラベルを作成する

ことを推奨しています。 

毒劇法とＧＨＳラベルとの関係について 

次の表示がなされているものは、毒物または劇物であって、毒劇法に基づく取扱いが

義務づけられているものです。その取扱いの詳細は、４．で解説します。 

 

 

 

 

次に、毒物または劇物に相当する急性的な健康有害性を有するものには、ＧＨＳで

は、次の表示がなされています。（詳しい比較はこのパンフレットの２．を参照して

下さい。） 

 

 

 

このようなＧＨＳラベルがあるものは、毒物または劇物に該当していなくても毒劇法

に準じた取扱いが望ましいものです。 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 
Check 法律 

Check 自主管理 
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パラクレゾール

p-クレゾール 100%

UN No.2076

取扱注意
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙
・取扱い後はよく手を洗うこと
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと
・保護手袋および保護眼鏡または保護面を着用すること
・環境への放出を避けること
・飲込んだ場合や眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること

この物質は 医薬用外劇物 です。医薬用外劇物

厚生労働株式会社

東京都千代田区霞が関１２２

TEL：123-456-789    FAX：123-456-789

危 険

危険有害性情報
・ 飲み込む／皮膚に接触すると有毒
・ 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・ 臓器(中枢神経系､腎臓）の障害／（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ
・・ 長長期ま期またはたは反反復復ばく露露にによよるる臓臓器器 呼呼吸器､中吸器､中枢枢神神経経系系 のの障害の障害のおそおそれれ( )
・ 水生生物に毒性

パラクレゾール

p-クレゾール 100%

UN No.2076

取扱注意
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙
・取扱い後はよく手を洗うこと
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと
・保護手袋および保護眼鏡または保護面を着用すること
・環境への放出を避けること
・飲込んだ場合や眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること

この物質は 医薬用外劇物 です。医薬用外劇物

厚生労働株式会社

東京都千代田区霞が関１２２

TEL：123-456-789    FAX：123-456-789

危 険

危険有害性情報
・ 飲み込む／皮膚に接触すると有毒
・ 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・ 臓器(中枢神経系､腎臓）の障害／（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ

( )
・ 水生生物に毒性

２．ラベルの読み方 

毒劇法に規制されている化学品には      または      の文字が記載されています。この

記載がなされているものについては、行政庁に対する登録なしで他者に販売・授与することはできませ

ん。そのほか、毒劇法に定める取扱いを行う義務があります。 

医薬用外劇物 医薬用外毒物 

① 絵表示、注意喚起語と危険有害性情報 

（製剤の有害性を伝達するためにＧＨＳにおい

て定められた絵表示等が記載されています。） 

（１）ＧＨＳラベル 

 GHSに対応するラベルには、①絵表示、注意喚起語と危険有害性情報、②注意書き、③製剤の特定名、④

供給者の特定の４つの項目が含まれています。（詳細は、ＧＨＳ本文をご覧下さい） 

③ 製剤の特定名 

（製剤を特定する情報です。名称、成分、含有

量等が記載されています。） 

② 注意書き 

（取扱い上の注意等が記載されています。） 

④ 供給者の特定 

（製造業者または輸入業者を特定する情報で

す。製造業者または輸入業者の氏名、住所等が

記載されています。） 

※注１：このラベルは、例として作成されたもので、危険有害性等については、確定的なものではありません。 

＜解説＞ 

 ＧＨＳに対応したラベルには、化学品の有害性や取扱い上の注意等が記載され、取扱者自らが化学品を

どのように取り扱うべきかについて必要な情報を提供しています。取扱者は、それら情報から適切な取扱

いをする必要があります。 

 なお、例の の部分は、毒劇法に規定された義務として記載されているところです。 
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※注２：このラベルは、毒劇法に基づいて作成されています。その他の法令、条例等に規定された文言等は記載され

ていません。 

（例） 

Check 法律 



（１）絵表示、注意喚起語と危険有害性情報について 

  ○ 絵表示 

   各危険有害性クラスおよび区分に従い割り当てられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学品の危険有害性につい

て確認しましょう！ 
Check 自主管理 
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  ＜解説＞ ～それぞれの有害性の用語の意味～ 

爆発物　　　　　　  爆発性物質および爆発性混合物 (GHS 第2.1章) 

可燃性／引火性ガス 常圧20℃で空気との混合気が爆発範囲を有するガス （GHS 第2.2章） 

（化学的に不安定なガスを含む）

エアゾール 　　　　 圧縮ガス等を内蔵する再充填不能な容器に噴射装置をつけたもの （GHS 第2.3章） 

支燃性／酸化性ガス 酸素を供給し、他の物質の燃焼を助けるガス （GHS 第2.4章） 

高圧ガス 20℃で2０0kPa（ゲージ圧）以上で容器に充填されたガスまたは液化または深冷液化ガス 

           （GHS 第2.5章） 

引火性液体 引火点が93℃以下の液体（GHS 2.6章） 

可燃性固体 易燃性の固体、または摩擦により発火あるいは発火を助長する固体（GHS 第2.7章) 

自己反応性化学品 熱的に不安定で、酸素の供給がなくても強烈に発熱分解する物質 （GHS 第2.8章） 

自然発火性液体  少量でも空気と接触すると5分以内に発火しやすい液体 （GHS 第2.9章） 

自然発火性固体  少量でも空気と接触すると5分以内に発火しやすい固体 （GHS 第2.10章） 

自己発熱性化学品 上記二つの物質以外で、空気との接触により自己発熱しやすい物質 （GHS 第2.11章） 

水反応可燃性化学品 水と接触して可燃性／引火性ガスを発生する物質  （GHS 第2.12章） 

酸化性液体  酸素の発生により、他の物質の燃焼を助長する液体 （GHS 第2.13章） 

酸化性固体  酸素の発生により、他の物質の燃焼を助長する固体 （GHS 第2.14章） 

有機過酸化物 過酸化水素の誘導体であって、熱的に不安定で、自己発熱分解を起こす恐れがある物質 

           （GHS 第2.15章） 

金属腐食性物質 化学反応によって金属を著しく損傷、または破壊する物質 （GHS 第2.16章） 

急性毒性 急性的な毒性症状を引き起こす物質 (GHS 第3.1章) 

皮膚腐食性／刺激性 皮膚に不可逆／可逆的な損傷を与える物質 （GHS 第3.2章） 

眼に対する重篤な 眼に重篤な／可逆的な損傷を与える物質 （GHS 第3.3章） 

 損傷性／眼刺激性 

呼吸器感作性または 吸入後気道過敏症を、または皮膚接触後アレルギー反応を誘発する物質 

    皮膚感作性 （GHS 第3.4章） 

生殖細胞変異原性 次世代に受け継がれる可能性のある突然変異を誘発する物質 （GHS 第3.5章） 

発がん性 がんを誘発する物質。（GHS 第3.6章） 

生殖毒性  雌雄の成体の生殖機能および受精能力に対する悪影響、または子に発生毒性を与える物質 

  （GHS 第3.7章) 

特定標的臓器毒性　 単回ばく露で起こる特異的な非致死性の特定標的臓器毒性を与える物質 

 　　（単回ばく露）  （GHS 第3.8章） 

特定標的臓器毒性 　 反復ばく露で起こる特異的な非致死性の特定標的臓器毒性を与える物質 

  　（反復ばく露） （GHS 第3.9章） 

吸引性呼吸器有害性  誤嚥によって化学肺炎、種々の程度の肺損傷、あるいは死亡のような重篤な急性の作用 

  を引き起こす物質 （GHS 第3.10章） 

水生環境有害性 水生環境（水生生物およびその生態系）に悪影響を及ぼす物質 （GHS 第4.1章） 
 



＜解説＞ ～それぞれの絵表示の意味と事故の予防策～ 
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＜意味＞ 

爆発物・自己反応性化学品・有機過酸化物を表しており、熱や火花にさらされ

ると爆発するようなものを表しています。 

＜事故の予防＞ 

熱、火花、裸火、高温のような着火源から遠ざけること。－禁煙。 

保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

可燃性／引火性ガス（化学的に不安定なガスを含む）、エアゾール、引火性液

体、可燃性固体、自己反応性化学品、自然発火性液体、自然発火性固体、自己

発熱性化学品、水反応可燃性化学品、有機過酸化物を表しており、空気、熱や

火花にさらされると発火するようなものを表しています。

＜事故の予防＞ 

熱、火花、裸火、高温のような着火源から遠ざけること。－禁煙。 

空気に接触させないこと。（自然発火性物質） 

保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

高圧ガスを表しており、ガスが圧縮または液化されて充填されているものを表

しています。熱したりすると膨張して爆発する可能性があります。 

＜事故の予防＞ 

換気の良い場所で保管すること。 

耐熱手袋、保護衣および保護面／保護眼鏡を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

支燃性／酸化性ガス、酸化性液体、酸化性固体を表しており、他の物質の燃焼

を助長するようなものを表しています。 

＜事故の予防＞ 

熱から遠ざけること。 

衣類および他の可燃物から遠ざけること。 

保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

急性毒性を表しており、飲んだり、触ったり、吸ったりすると急性的な健康障

害が生じ、死に至る場合があります。 

＜事故の予防＞ 

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

眼、皮膚、または衣類に付けないこと。 

保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 



  ○ 注意喚起語 

   注意喚起語とは、危険有害性の重大性の程度を表し、「危険」または「警告」の文言が使用されます。 

 

  ○ 危険有害性情報 

   各危険有害性クラスおよび区分に割り当てられた文言をいいます。例えば「飲み込むと危険」など。 

 

 ＜解説＞ 

  これら絵表示等は、一目でその化学品の有害性がわかるように考案されたものです。取扱いや保管する場合

は、それらの絵表示等がなるべく見やすいようにしましょう。 
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＜意味＞ 

金属腐食性物質、皮膚腐食性、眼に対する重篤な損傷性を表しており、接触し

た金属または皮膚等を損傷させる場合があります。 

＜事故の予防＞ 

他の容器に移し替えないこと。（金属腐食性物質） 

粉じんまたはミストを吸入しないこと。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞

呼吸器感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器／全身

毒性（単回または反復ばく露）、吸引性呼吸器有害性を表しており、短期また

は長期に飲んだり、触れたり、吸ったりしたときに健康障害を引き起こす場合

があります。

＜事故の予防＞ 

この製品を使用する時に、飲食や喫煙をしないこと。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーなどを吸入しないこと。 

推奨された個人用保護具を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

水生環境有害性を表しており、環境に放出すると水生環境（水生生物およびそ

の生態系）に悪影響を及ぼす場合があります。 

＜事故の予防＞ 

環境への放出を避けること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

急性毒性、皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性、気道刺激性、麻酔作用の健康

有害性があるものを表してます。 

＜事故の予防＞ 

※どのような危険有害性があるか確認して、ラベルに記載された注意書きに

沿った取扱いが必要です。 



（２）注意書き 

  　 危険有害性をもつ製品へのばく露、不適切な貯蔵や取扱いから生じる被害を防止するための措置について記

載した文言です。具体的には、事故の予防策、事故を起こしたときの対応、貯蔵方法、廃棄方法についての注

意が記載されています。取扱者は、注意書きをよく読み、取り扱う必要があります。 

 

 ＜解説＞ 

  毒劇法では使用者の責任において毒物または劇物の取扱いに係る危害の防止を行うよう定められています。

（毒劇法第11条（毒劇法第22条第4項および第5項で準用規定））。よって、毒物または劇物に該当する製剤

を取り扱う場合は、注意書きに記載された内容をよく確認しておく必要があります。 

 

 

（３）製剤の特定名 

   製剤を特定するための名称および各成分の名称等が記載されています。 

 

 ＜解説＞ 

  万が一事故等が起こったときの対処のために、毒物又は劇物の使用者はその成分と含有量を確認しておく必要

があります。例えば、誤って毒物または劇物を飲んでしまった場合は速やかに医師に診せるとともに、医師に

どのような毒性成分をどの程度飲んでしまったのかを伝える必要があります。 

  （参考）毒劇法においては、毒物または劇物に該当する成分の名称と含有量は必ず記載するよう求めていま

す。（法律第12条） 

 

（４）供給者の特定 

   製造業者、輸入業者の氏名と住所等が記載されています。 

 

（参考）「毒物」「劇物」とＧＨＳ分類の比較 

 化学物質（単一物質）のＧＨＳの分類と「毒物」「劇物」の分類については、おおよそ下記のような対応に

なっています。 

   毒劇法規制対象外 

急性毒性 
毒性の程度により区分1～５に分類※ 

区分1 区分2 

 

区分3 

 

区分4  区分5 

 

皮膚腐食性 
刺激の程度により区分1～3に分類 

  
区分1 

 

区分2  区分3 

 

眼の重篤な損傷性／刺激性 
刺激の程度により区分1～２に分類 

 
区分1 

 

  区分  区分 

  ２Ａ  ２B 

 

医薬用外劇物 医薬用外毒物 
ＧＨＳ分類 

毒物・劇物 

絵表示無し 

絵表示無し 

絵表示無し 

Check 法律 

Check 法律 
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3．SDSの読み方 

GHSに対応するＳＤＳには、以下の項目が含まれます。 

 １．   化学品および会社情報 

 ２． 危険有害性の要約 

 ３． 組成および成分情報 

 ４． 応急措置 

 ５． 火災時の措置 

 ６． 漏出時の措置 

 ７． 取扱いおよび保管上の注意 

 ８．   ばく露防止および保護措置 

 ９． 物理的および化学的性質 

 １０．安定性および反応性 

 １１．有害性情報 

 １２．環境影響情報 

 １３．廃棄上の注意 

 １４．輸送上の注意 

 １５．適用法令 

 １６．その他の情報 

SDSをよく読み、次の事項について確認しましょう。

 

○ 危険有害性の要約を確認して、どのような有害性

があるか確認しましょう。 

○ 組成や成分を確認して、どのような有害な成分が

含有されているか把握しておきましょう。（誤飲

やばく露により医師の診察を受ける際に、どのよ

うな成分がどの程度含まれているかという情報は、

救急治療において重要な情報です。） 

○   ばく露防止措置、漏出時の措置などを確認し、こ

の化学品の管理体制が万全かどうか確認しましょ

う。具体的には、次の項目について十分な対応が

取られているかチェックしましょう。 

  ・取扱いの際のばく露の予防措置 

  ・漏出等事故の対応 

  ・保管の際の措置 

２．危険有害性の要約には

ラベルと同じ情報が含まれます。 

理生管  
cChe k 衛

取扱いについて確

認しましょう！ 

※注：このＳＤＳは、イメージとして作成されたもので、危険有害性等については、確定的なものではありません。 
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安全データシート

取扱注意
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙
・取扱い後はよく手を洗うこと
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと
・保護手袋および保護眼鏡または保護面を着用すること
・環境への放出を避けること
・飲込んだ場合や眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること

危険有害性情報
・ 飲み込む／皮膚に接触すると有毒
・ 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・ 臓器(中枢神経系､腎臓）の障害／（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ
・ 長期または反復
・ 水生生物に毒性

１．化学物質等および会社情報

【製品名】パラクレゾール

（推奨用途）消毒、殺菌、合成樹脂可塑剤

（使用上の制限）

【供給者】厚生労働省株式会社

東京都千代田区霞が関

ＴＥＬ：123-456-789（問い合わせ・緊急連絡先）

ＦＡＸ：123-456-890

２．危険有害性の要約

ラベル表示：

安全データシート（ＳＤＳ）

取扱注意
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙
・取扱い後はよく手を洗うこと
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと
・保護手袋および保護眼鏡または保護面を着用すること
・環境への放出を避けること
・飲込んだ場合や眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること

危険有害性情報
・ 飲み込む／皮膚に接触すると有毒
・ 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・ 臓器(中枢神経系､腎臓）の障害／（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ
・ 長期または反復 露による臓器(呼吸器､中枢神経系)の障害のおそれ
・ 水生生物に毒性

１．化学物質等および会社情報

【製品名】パラクレゾール

（推奨用途）消毒、殺菌、合成樹脂可塑剤

（使用上の制限）

【供給者】厚生労働省株式会社

東京都千代田区霞が関

ＴＥＬ：123-456-789（問い合わせ・緊急連絡先）

ＦＡＸ：123-456-890

２．危険有害性の要約

ラベル表示：

３．組成、成分情報
（成分）p-クレゾール １００％

CAS No. 106-44-5 UN No. 2076

４．応急措置
眼に入った場合：直ちに流水で１５分間以上洗い、医師に診断を受ける。
吸入した場合 ：直ちに新鮮な空気の場所に移し、うがいする。場合により医師

に見せる。

５．火災時の措置
消火方法：粉末、二酸化炭素を用いる。さらに必要があれば、水噴霧、泡を用

いる。消火作業の際には必ず保護具を用いる。

６．漏洩時の措置
風下の人を退避させ、関係者以外の立入りを禁ずる。作業員は全身保護具を着

用し、さらに空気呼吸器を使用し、風上から作業する。土砂等に吸着させて回収
し、そのあとを多量の水を用いて洗い流す。

７．取扱い及び保管上の注意
取扱い：保護具を必ず着用する（保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機

ガス用防毒マスク）。作業終了時の全身を洗い、衣服も洗濯する。
保管 ：火気厳禁

８．
許容濃度：ＡＣＧＩＨ ５ppm
設備対策：局所排気装置を設け、取扱い上付近に安全シャワー、手洗い等を設け

る。
保護具 ：保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機ガス用防毒マスク

９．物理的及び化学的性質
外観：無職の結晶
臭気：
pH   ：
融点：34.8℃
沸点：201.9℃
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２／３

３．組成、成分情報
（成分）p-クレゾール １００％

CAS No. 106-44-5 UN No. 2076

４．応急措置
眼に入った場合：直ちに流水で１５分間以上洗い、医師に診断を受ける。
吸入した場合 ：直ちに新鮮な空気の場所に移し、うがいする。場合により医師

に見せる。

５．火災時の措置
消火方法：粉末、二酸化炭素を用いる。さらに必要があれば、水噴霧、泡を用

いる。消火作業の際には必ず保護具を用いる。

６．漏洩時の措置
風下の人を退避させ、関係者以外の立入りを禁ずる。作業員は全身保護具を着

用し、さらに空気呼吸器を使用し、風上から作業する。土砂等に吸着させて回収
し、そのあとを多量の水を用いて洗い流す。

７．取扱い及び保管上の注意
取扱い：保護具を必ず着用する（保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機

ガス用防毒マスク）。作業終了時の全身を洗い、衣服も洗濯する。
保管 ：火気厳禁

８．┌ↄ露防止及び保護措置
許容濃度：ＡＣＧＩＨ ５ppm
設備対策：局所排気装置を設け、取扱い上付近に安全シャワー、手洗い等を設け

る。
保護具 ：保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機ガス用防毒マスク

９．物理的及び化学的性質
外観：無職の結晶
臭気：
pH   ：
融点：34.8℃
沸点：201.9℃
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２／３

蒸気圧：133Pa（52℃）
比重 ：1.0
溶解度：アルコール、エーテル、クロロホルムに可溶。水にわずかに溶ける。

１０．安定性及び反応性
水との反応性 ：
安定性・反応性：爆発下限界1.1％。引火点が高く比較的引火しにくいが、上記は

空気と爆発性混合物を作る。
避けるべき条件：火気厳禁

１１．有害性の情報
急性毒性：経口毒性 LD50 207mg/kg（ラット）

皮膚腐食性：皮膚を激しく冒す。腐食性物質。
目の重篤な刺激性：あり
特定標的臓器：器官の損傷

１２．環境衛生情報
水生生物に毒性あり

１３．廃棄上の注意
おがくず等に吸収させ、焼却炉で焼却する。

１４．輸送上の注意
毒物及び劇物取締法に準ずる。落下、振動を避けて輸送すること。

１５．規制に関する情報
毒物及び劇物取締法の劇物に指定。

１６．そのほかの情報
　
２００２／５／２８ 作成
２００４／５／５ 改正
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３／３

蒸気圧：133Pa（52℃）
比重 ：1.0
溶解度：アルコール、エーテル、クロロホルムに可溶。水にわずかに溶ける。

１０．安定性及び反応性
水との反応性 ：
安定性・反応性：爆発下限界1.1％。引火点が高く比較的引火しにくいが、上記は

空気と爆発性混合物を作る。
避けるべき条件：火気厳禁

１１．有害性の情報
急性毒性：経口毒性 LD50 207mg/kg（ラット）

皮膚腐食性：皮膚を激しく冒す。腐食性物質。
目の重篤な刺激性：あり
特定標的臓器：器官の損傷

１２．環境衛生情報
水生生物に毒性あり

１３．廃棄上の注意
おがくず等に吸収させ、焼却炉で焼却する。

１４．輸送上の注意
毒物及び劇物取締法に準ずる。落下、振動を避けて輸送すること。

１５．規制に関する情報
毒物及び劇物取締法の劇物に指定。

１６．そのほかの情報
ＤＳの作成と改訂
２００２／５／２８ 作成
２００４／５／５ 改正
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-1- 



（１）事業場内の取扱い 

（その１）盗難・紛失の予防措置 

 毒劇法第11条第1項（毒劇法第22条第4項および第5項準用規定）では、毒物または劇物を業務上取り扱う者

は、毒物または劇物が盗難にあい、または紛失することを防ぐために必要な措置を講じなければならないとされて

います。具体的な措置については、各事業場の実態に合わせて、責任者自らの判断で措置すべきことですが、毒物

または劇物を取り扱う上で最低限実施すべき事項を以下に記載していますので、よく読んで必要な措置を実施して

下さい。 

４．どくろまたは腐食性の絵表示が付いている

製剤の取扱いについて 

 ○ 敷地境界線から離れたところに保管する。 

 ＜解説＞ 

 昭和52年 薬務局長通知において「貯蔵陳列する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すかま

たは一般の人が容易に近づけない措置を講ずること。」とされています。不用意に人を近づけて盗難や犯罪が発生

することを防止するため、関係者以外が触れることのないような配慮を求めているものです。 

 ○ 保管場所は目の行き届くところにする。 

 ＜解説＞ 

 毒物または劇物がきちんと保管されていることを常に把握するためには、目配りの利く場所に保管することは有

効な手段です。また、地震や火災などにおいても素早い対応ができるでしょう。さらに、離れたところにある毒物

または劇物の貯蔵施設については、警備等の巡回経路に含め目配りをしましょう。 

 ○ 保管庫に保管する場合は施錠する。 

 ＜解説＞ 

 毒劇法施行規則第４条の４では、毒物劇物営業者は、「毒物または劇物を貯蔵する場所に鍵をかける設備がある

こと、または毒物または劇物を貯蔵する場所が性質上鍵をかけることができないものであるときは、その周囲に、

堅固な柵が設けてあること。」が毒物または劇物の貯蔵設備の要件として求められています。さらに、昭和52年 

薬務局長通知において、毒物劇物営業者のみならず、毒物または劇物を業務上取り扱う者に対しても「毒物または

劇物を貯蔵陳列する場所は、その他のものを貯蔵、陳列する場所と明確に区別された毒物または劇物専用のものと

し、鍵をかけられる設備等のある堅固な設備とすること」とされています。盗難防止のために必ず措置すべき事項

です。 

 ○ 鍵の管理を徹底する。 

 ＜解説＞ 

 毒物または劇物を貯蔵する施設に鍵をかけても、鍵の管理が不十分では、意味がありません。以下の管理を行

い、鍵の管理を徹底して下さい。 

 １．鍵の管理者を明確にする。 

 ２．鍵の数量のチェックを定期的に行う。（合鍵の数は最小限に） 

 ３．鍵を使用する場合は、チェック表に記入、責任者の許可を得るなど 

どくろマークや腐食マークが付いているものであっても、毒劇法の規制の対象となって

いないものもあります。ただし、規制の対象外のものでも、毒劇法に準じた取扱いをす

ることが望ましいでしょう。 

Check 法律 
Check 通知 

Check 衛生管理 

Check 通知 

Check 衛生管理 

Check 法律 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 

Check 自主管理 
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 ○ 「管理簿」を作成し、定期的に在庫量を確認する。 

 ＜解説＞ 

 紛失の防止、および紛失の早期発見のために「管理簿」を作成し、定期的に在庫量を確認しましょう。 

 

 ○ コンクリート製にするなど、取り扱う毒物または劇物の特性に合わせた設備を設置すると

ともに、粉じん、蒸気、廃水等の処理設備を備える。 

 ＜解説＞ 

 毒物劇物営業者の登録要件として、毒物または劇物の漏洩、流出を予防するために、毒劇法施

行規則第4条の４には、 

 一 毒物または劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。 

  イ コンクリート、板張りまたはこれに準ずる構造とする等その外に毒物または劇物が飛散し、漏れ、しみ出

若しくは流れ出、または地下にしみ込むおそれのない構造であること。 

  ロ 毒物または劇物を含有する粉じん、蒸気または廃水の処理に要する設備または器具を備えていること。 

 二 毒物または劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。 

  イ 毒物または劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。 

  ロ 毒物または劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物または劇物が飛散し、漏れ、また

はしみ出るおそれのないものであること。 

  ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物または劇物を貯蔵する設備は、毒物または劇物が飛散し、地下にしみ

込み、または流れ出るおそれのないものであること。 

と定めています。毒物劇物営業者のみならず、毒物または劇物を業務上取り扱う者においても、毒劇法第11条第2

項の規定（漏洩防止の措置）を遵守する手段として、上記の要件を満たすような設備を備える必要があるでしょ

う。なお、貯蔵設備に関しては、次の通知を参照して下さい。 

 ◇固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準 

  昭和５２年１０月２０日付け薬発第１１７５号薬務局長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準－その１（固体以外のものを貯

蔵する屋外タンク貯蔵所の基準）について」 

  昭和５２年１０月２０日付け薬安第６６号薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準－その１（固体以外のものを

貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準）の運用について」 

 ◇固体以外のものを貯蔵する屋内タンク貯蔵所および地下タンク貯蔵所の基準 

  昭和５６年５月２０日付け薬発第４８０号薬務局長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準－その２（固体以外のものを貯蔵す

る屋内タンク貯蔵所の基準）及びその３（固体以外のものを貯蔵する地下タンク貯蔵所の基準）について」 

  昭和６０年４月５日付け薬安第７３号薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準－その１（固体以外のものを貯蔵

する屋外タンク貯蔵所の基準）、その２（固体以外のものを貯蔵する屋内タンク貯蔵所の基準）、その３（固体以外のものを貯蔵する地下タ

ンク貯蔵所の基準）の運用等について」 

（その２）漏洩、流出の防止 

 毒劇法第11条第2項（法律第22条第4項および第5項準用規定）では、毒物または劇物を業務上取り扱う者は、

毒物もしくは劇物または毒物もしくは劇物を含有する物※1がその製造所、営業所若しくは店舗または研究所の外に

飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、またはこれらの設備の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じ

なければならないとされています。具体的な措置については、各事業場の実態に合わせて、責任者自らの判断で措

置すべきことですが、毒物または劇物を取り扱う上で最低限実施すべき事項を以下に記載してありますので、よく

読んで、必要な措置を講じて下さい。 

 ※１：毒物もしくは劇物を含有する物とは、政令第38条に定められています。 

１．無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物（シアン含有量が１Lにつき１ｍｇ以下の物を除く）。 

２．塩化水素、硝酸若しくは硫酸または水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物

（水で十倍に希釈した場合のpHが2.0～12.0のものを除く）。 

Check 法律 

Check 衛生管理 

Check 通知 

Check 法律 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 

Check 自主管理 
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（２）輸送時の取扱い 
 毒劇法施行令で、保健衛生上の危害を防止するための必要な措置として、運搬に係る技術上の基準が定められて

います。 

 ○ 製剤の特性に応じた適切な運搬容器を使用する。 

 ＜解説＞ 

 それぞれの製剤の特性に応じた容器を選択することが、事故防止の第一歩です。四アルキル鉛、無機シアン、

フッ化水素を含有する製剤については、毒劇法施行令第40条の2、第40条の3に定められた容器で運搬する必要が

あります。法令上定められたもの（四アルキル鉛、無機シアン化合物、フッ化水素）以外の容器については、UN容

器またはそれに準じた容器を推奨しています。詳しくは、次の通知をご覧下さい。 

 さらに、毒物または劇物の容器の使用に関して、毒劇法施行令第40条の3に定められているようにふた等により

密閉された容器または被包に収納し運搬する必要があります。また、1t以上運搬する場合には、容器または被包の

外部に収納した毒物または劇物の名称および成分を表示する必要があります。 

◇液体状の毒物劇物を車両に固定または積載する容器の基準  

 昭和６３年６月１５日付け薬発第５１１号薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について」

（一部改正：平成６年９月21日付け薬発第819号）

 昭和６３年６月１５日付け薬安第６０号薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の運用指針について」

（一部改正：平成６年９月21日付け薬安第77号、平成７年３月16日付け薬安第26号） 

◇小型運搬容器の基準 

 平成３年３月６日付け薬発第２５５号薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について」

（一部改正：平成６年９月21日付け薬発第819号、平成７年３月16日付け薬発第244号） 

 平成３年３月６日付け薬安第２２号薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の運用指針について」

（一部改正：平成８年３月15日付け薬安第22号） 

◇中型運搬容器の基準 

 平成４年９月１１日付け薬発第８３６号薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について」

（一部改正：平成６年９月21日付け薬発第819号、平成７年３月16日付け薬発第244号） 

 平成４年９月１１日付け薬安第１０２号薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の運用指針について」

（一部改正：平成７年３月16日付け薬安第26号）  

 ○ 適切に積載する。 

 ＜解説＞ 

 不適切な積載は、紛失や漏洩事故の原因になります。毒物または劇物を入れた容器または被包を運搬する場合

は、毒劇法施行令第40条の4に定められた積載の態様により積載する必要があります。ここでは、毒物または劇物

を車両または鉄道にて運搬する場合には、容器が落下し、横転し、または破損することがないよう積載することお

よび積載装置の長さや幅を超えないように積載するよう定められています。また、四アルキル鉛やフッ化水素を含

有する製剤については、同条に特別な積載に関する規定があり、遵守する必要があります。 

Check 法律 

Check 法律 

Check 通知 

 ○ 「毒物劇物危害防止規定」を整備する。 

 ＜解説＞ 

 毒物または劇物を取り扱う体制、日常の管理、取扱い方法、事故時等の対応に関する事項を定めたものが

「毒物劇物危害防止規定」です。毒物または劇物の種類や設備等に合わせて事業場ごとに自主的に作成するこ

とをお願いしているものです。法令上必要な事項、安全上必要な事項などを盛り込んで、その規定に従い行動

し、毒物または劇物を適正に取り扱えるよう整備しておきましょう。詳しくは、次の通知をご覧下さい。 

◇毒物劇物危害防止規定について  

 昭和50年11月6日付け薬安発第80号および薬監第134号薬務局安全課長および薬務局監視指導課長通知 

Check 通知 

Check 法律 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 
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 ○ 毒物または劇物の運搬を依頼するときは、毒物または劇物の名前や事故時の措置等を記載

した用紙を荷物と一緒に渡しましょう。 

 ＜解説＞ 

 運送人が自分の運送する荷物を毒物または劇物と知らなければ、不用意な取扱いをし、不幸な事故を引き起こし

てしまいます。毒物または劇物の運搬を依頼するときは、運送人に荷物が毒物または劇物であることを伝え、適切

な取扱いの方法を伝えて下さい。また、1回に１ｔ以上の毒物または劇物の運搬をお願いする場合は、運送人に毒物

または劇物の名称、成分、含有量、数量および事故時の応急措置の内容を記載した書面を渡すことが毒劇法施行令

第40条の６に定められていますが、義務的数量以下でも、そのような書面を渡して、運送人に万全の措置を実施し

てもらうことが事故の防止につながるでしょう。 

 

イエローカードについて 

イエローカードとは化学物質の有害性、事故発生時の応急措

置、緊急連絡先などを記載した黄色いカードです。毒物または

劇物に限らず、危険物などでも活用できるものです。具体的に

は、（社）日本化学工業協会の「物流安全管理指針附属書１ 

イエローカード運営要領」をご参照下さい。 

律cChe k 法  

 ○ 適切に運搬する。 

  

＜解説＞ 

 路上での毒物または劇物を積載した車両の横転事故等は、大惨事を引き起こします。万が一の事故を想定し、保

護具や応急措置を記載した書面を車両に備え、万全の準備をするとともに、無理な運送計画を立てないようにしま

しょう。事故時の連絡先を把握しておくことも重要です。また、下記に定められた毒物または劇物を１回につき５t

以上を長時間運搬する場合は、毒劇法施行令第40条の５に定められた運搬方法（保護具の備えや「毒」の標識を掲

げるなど）により運搬する必要があります。 

 また、毒劇法第22条第1項の規定に基づき、次に定められた毒物または劇物を１ｔ以上（四アルキル鉛について

は２００L）の容器に入れて運送、または５ｔ以上の車両に固定された容器を使用して運送を行う事業者は、事業場

ごとに都道府県知事に届け出をする必要があります。 

 黄燐、四アルキル鉛を含有する製剤、無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤で液体状のもの、弗化水素

およびこれを含有する製剤、アクリルニトリル、アクロレイン、アンモニアおよびこれを含有する製剤（１０％以下を除

く）で液体状のもの、塩化水素およびこれを含有する製剤（１０％以下を除く）で液体状のもの、塩素、過酸化水素およ

びこれを含有する製剤（６％以下を除く）、クロルスルホン酸、クロルピクリン、クロルメチル、硅弗化水素酸、ジメチ

ル硫酸、臭素、硝酸およびこれを含有する製剤（１０％以下は除く）で液体状のもの、水酸化カリウムおよびこれを含有

する製剤（５％以下は除く）で液体状のもの、水酸化ナトリウムおよびこれを含有する製剤（５％以下は除く）で液体状

のもの、ニトロベンゼン、発煙硫酸、ホルムアルデヒドおよびこれを含有する製剤（１％以下を除く）で液体状のもの、

硫酸およびこれを含有する製剤（１０％以下を除く）で液体状のもの 

Check 法律 
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（３）事故時の対応 
 毒劇法第１６条の２（毒劇法第22条第4項および第5項準用規定）では、毒物劇

物営業者および毒物または劇物を業務上取り扱う者は、 

１．その取扱いに係る毒物若しくは劇物または毒物若しくは劇物を含有する物

が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、または地下にしみ込んだ場合におい

て、不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあ

るときは、直ちに、その旨を保健所、警察署または消防機関に届け出ると

ともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなけ

ればならない。 

２ その取扱いに係る毒物または劇物が盗難にあい、または紛失したときは、

直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 

とされています。 

 ○ 通報体制を整備する。 

・消防機関、都道府県警察、海上保安部等（臨海部）、自治体（県庁担当部局や保健所等）、事業所内体制や

周辺住民等への通報体制および連絡先一覧を作成する。 

  ・連絡先一覧は、通話場所からよく見えるところに掲示する。 

  ・事故時に誰が通報を行い、事故を起こした施設の毒物または劇物が何であるか、毒性の程度、応急措置に必

要な装備や被害者の応急措置方法など、毒物または劇物の特性や設備の特徴に応じ、関係者に何を伝えるべ

きかを決める。決めた事項は、連絡先一覧と一緒に掲げておく。 

  ・連絡する場合に、必要に応じて質問等に答えられるようＳＤＳ等を通話場所の近くに置いておきましょう。

同時に被災者の応急措置や被災物質等に関する問い合わせに対応できる者の連絡先を登録できるよう、関係

者の連絡先一覧も一緒に備える。  

  ・被災施設から連絡が取れない場合や担当者が不在の場合に、社内の誰かが通報・必要な情報提供ができるよ

う、毒物または劇物の貯蔵／取扱設備の場所、毒物または劇物の種類、連絡先一覧を守衛所や社内の保安部

などにも登録する。 

  ・上記の体制を整備したことを関係者にも周知し、必要に応じ訓練を行い、事故時に適切に行動できるように

する。 

 ＜解説＞ 

 事故対応においては初動が何よりも重要です。そのためには関係者が必要な情報を速やかに共有し、その情報を

もとに関係者が適切に行動できるようにすることが必要です。また、通報の体制の整備を行う際は、極力関係者と

相談し、それぞれが実施すべき役割を把握して、必要な情報が必要な関係者に的確に伝わるよう配慮して作成する

ことが望ましいでしょう。 

 

 ○ 被害を最小限にくいとめる措置とその準備を行う。 

  ・事故時に備え、設備内の毒物または劇物の種類、貯蔵量が日常把握されているよう管理体制を整える。 

  ・毒物または劇物を取り扱う施設の周囲に関係者以外の人が出入りできないよう柵などを設ける。 

  ・防液堤や安全弁など漏洩時に物理的に拡散を防ぐ装置を設置する。また、安全装置が適切に稼働するよう、

常時点検する。 

  ・毒物または劇物を無毒化するための中和剤等※１を用意する。 

  ・事故等の対処を行う関係者の人数分、毒物または劇物の種類に適した保護具※2を用意する。 

  ・事故時の対処行動の手順を定め、マニュアルを作成しましょう。また、マニュアルは設備のそばに常置させ

ておくとともに、フロー図などの簡易版を作成し、よく見える場所に掲げる。 

  ・事故時にマニュアルに沿った行動が速やかに行えるよう、訓練を行う。 

 

   ※１ 中和剤は、必要に応じ関係他社と協力体制を構築し、緊急時に十分な量を確保できる手段を整備しておく。また、土嚢（漏出のせ

き止め）、ビニールカバー（飛散を防ぐため）や空容器（漏洩した毒物または劇物を回収するため）等被害の拡大を防止するため

の資機材も準備しておく。 

   ※２ 反応副産物による被害が想定されれば、反応副生成物に対する保護具等の準備をしておく。 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 
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律cChe k 法

律cChe k 法

理主管  
cChe k 自



 ＜解説＞ 

 事故が発生した場合、直ちに対処方法を考え、的確に行動することはなかなかできるものではありません。防液

堤や安全弁など人の判断なしで自動的に被害を最小に留める安全装置を設置したり、被災者がでないよう関係者以

外が施設に近寄れないよう柵を設けるなどの機械的物理的措置で対応できる部分については、可能な限りそのよう

な措置をしておくべきでしょう。その上で、安全装置が適切に働かなかった場合などあらゆる事態を想定し、関係

者の対処手順を極力マニュアル化しておくことが重要です。また、事故時にそのマニュアルに沿った行動が条件反

射的にできるよう、平素から訓練を実施しておくべきでしょう。 

（財）日本中毒情報センターについて 

毒物または劇物による事故が発生し、緊急に応急処置や治療方

法に関する情報が必要な場合は、中毒１１０番（（財）日本中

毒情報センター）に問い合わせて下さい。 

＜大阪中毒110番＞ 

 電話 0990-50-2499 （24時間、365日） 

＜つくば中毒110番＞ 

 電話 0990-52-9899 （9時～21時、365日） 

（ダイヤルＱ２制：通話料のほかに情報料（１件3１５円）が

かかります。） 
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